
添付書類貼付台紙

寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出する際、なりすまし防止の為にＡパターンまたはＢパターンの書類の提出をお願いします。

１、マイナンバーカードの写し（※両面）

１、通知カードの写しもしくは住民票（マイナンバーの記載あり）の写し
２、写真付き身分証１点の写しもしくは写真無し身分証２点の写し

※確認書類を貼るスペースが足りない場合は、貼らずに同封してください。

写真無し身分証２点の写し 住民票（マイナンバーの記載あり）の写し

※住所に相違がないかご確認ください。

※提出期限は、寄附を行った翌年１月１０日までに申請書と併せて東北町へ提
出をお願いします。

＜免許証・通知カード＞住所変更（新住所）の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

【身元確認書類】 【番号確認書類】
写真付き身分証１点の写し 通知カードの写し

もしくは もしくは

Ａパターン

のりしろ のりしろ

【身元確認書類】 【番号確認書類】
マイナンバーカードの写し（表面） マイナンバーカードの写し（裏面）

Ｂパターン

のりしろ のりしろ



マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類

「マイナンバーカード」
を持っている人

【Ａパターン】

「通知カード」または
「個人番号通知書」を

持っている人

【Ｂパターン】

どちらも無い人

【Ｂパターン】

個人番号確認の
書類

マイナンバーカードの
裏面のコピー

通知カード※1のコ

ピー、または、個人番号

通知書のコピー

個人番号が記載された
住民票の写し

本人確認の書類
マイナンバーカードの
表面のコピー

＜写真付き身分証明書をお持ちでない方＞

下記いずれか２点の身分証のコピー

・公的医療保険の被保険者証（健康保険証）

・医療受給者証

・介護保険被保険者証

・各種年金証書

・特別児童扶養手当証書　　　　　等

担　当　青森県上北郡東北町役場企画課
連絡先　〒039-2492
　　　　青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
　　　　TEL　0176-56-3111
　　　　Mail kikaku@town.tohoku.lg.jp

「マイナンバーカード」も「通知カード（マイナンバーを通知するカード）」もない場合は、「個人番号が記載さ

れた住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。

各自治体から手配されるマイナンバーカード、または通知カードのどちらかを持っている、もしくはどちらも持っ

ていない場合は、次の表を参照してください。

下記いずれか１点の身分証のコピー

（写真付き公的機関発行の身分証明書）

・運転免許証

・運転経歴証明書

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日、また住所が確

認できるようにコピーする

※1　個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、
マイナンバー（個人番号）を証明する書類として使用できます。
一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー（個人番号）の証明としてはご利用いただけません。


